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Observance Awareness of the Traffic Regulations at the Crossing with the Signal
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１．研究の動機と内容

本研究は，交通事故の誘発要因として，交通主体相互の過失相殺に注目し，その意識調査結

果から事故の潜在的可能性を示すことを目的とした．

土木工学の分野での交通事故研究は，１９７０年～１９８０年を中心に主要ないくつかの研究成果が

報告されているが，近年はむしろ研究例も減少の傾向にある．これらの研究は，交通条件や道

路条件から，事故率等を説明する統計的分析が主であったが，その目的は，道路事業の立場か

らの提案である．一方，これらの研究は，事故原因を人間の誤信や過失に基ずくことを前提と

するが，そもそも注意義務を意識しない交通主体に対しては異なる観点からの調査研究が必要

である．

２．過失相殺について

民法第７２２条に基づく過失相殺とは，損害の発生や拡大について被害者にも過失が認められ

る場合，加害者の支払うべき損害賠償の額を減ずることを言うが，民事交通訴訟では交通事故

の類型別に過失相殺率の認定基準１），２）が示されている．例えば図－１は，市街地交差点での歩

行者と自動車の事故例であるが，歩行者が赤信号，自動車が青信号での過失割合は，歩行者に

６０の過失を認めることとされている．同様に図－２は，自転車と自動車の事故であるが，この

時自転車の過失は８０となる．
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３．意識調査と分析結果

（１）意識調査と設問形式

調査対象の属性は，高校生５８人，大学生７３人，他２人計１３３人であり，内男性が９３％であ

る．回答の形式は，調査表で図－１及び図－２を示し，表－１及び表－２の設問を選択するこ

ととした．また表－１の設問の直後に，表－３の質問を行い，回答の立場の違いによる過失評

価の違いを分析した．

図－１ 歩行者と自動車の事故

図－２ 自転車と自動車の事故
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（２）歩行者と自動車の事故

図－１に関する回答結果を図－３に示す．縦軸は回答比率（％）である．参考文献１），２）に示

される標準的な歩行者の過失は６０であるが，自由回答では１００～０までの結果が得られた．こ

れより以下のことが分かる．

①歩行者の標準的過失は６０であったが，この過失を妥当とした割合は３つの立場平均で２３．３％

であった．従って，４人中３人はこの過失を妥当としないことになる．この内訳は，歩行者の

過失をより小さく評価する割合が２３．３％，より大きく評価する割合が５３．４％であり，約半数が

歩行者により大きな過失を求めている．

②各々の立場による回答の差異は，有意水準５％のχ２乗適合度検定で確認した．ここで歩行者

（ａ）まあまあ妥当

（ｂ）歩行者の過失８０，自動車の過失２０

（ｃ）歩行者の過失４０，自動車の過失６０

（ｄ）歩行者の過失（ ），自動車の過失（ ）

（ａ）まあまあ妥当

（ｂ）自転車の過失１００，自動車の過失０

（ｃ）自転車の過失６０，自動車の過失４０

（ｄ）自転車の過失（ ），自動車の過失（ ）

この事故をあなたは主にどちらの立場で考えまし
たか．

（ａ）人（又は自転車）（ｂ）自動車 （ｃ）両方

表－１ 「図－１」回答の設問（択一）

表－２ 「図－２」回答の設問（択一）

表－３ 回答の立場（歩行者と自動車）択一

図－３ 立場の違いによる歩行者の過失評価
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の立場での回答では，この過失を４０とするものが３３．３％であり，自動車の立場では１００とする

ものが１０．０％であった．回答者自身の過失をより小さくし，相手方の過失を大とすることは予

想されたことではあるが，その数値が示されたことには意味があろう．

③設問では３つの過失割合を示したが，自由回答では１００～０までの７つの過失割合が示され

た．この範囲の大きさは，個人による歩行者の過失評価のバラツキの程度を示す．歩行者に

１００の過失と０の過失を求めた割合は各 ４々．５％及び３．０％であり，割合として大ではないが，

交通事故が希な現象であることを考えると，このバラツキの大きさは事故発生の背景を十分に

説明する．

（３）自転車と自動車の事故

図－４に図－２の回答結果を示す．これより，

①全体の５３．４％が標準的過失割合８０を支持しており，立場による相違が小さいことは前問とは

異なる．しかし，自転車の立場での回答では過失を６０とするものが３１．８％であり，自動車の立

場では過失を１００とする割合が２６％であった．特に後者は，交差点での自転車と自動車事故発

生の可能性を強く示唆する．

②自由回答での過失割合は１００～０の間で９分類となり，前問より２分類増えた．過失の評価

はより広範囲にばらついており，この点でも自転車と自動車の事故発生可能性を示唆する．こ

こで過失６０に対する評価が二番目に多いが，これは自転車を歩行者と同様にみていることによ

る．昭和３０年代より，自転車は歩道上の通行を黙認されてきたが，これは軽車両である自転車

の交通遵守意識を低下させる要因となった可能性がある．

（４）高校生と大学生の意識の比較

調査対象が高校生と大学生であり，この属性の違いによる過失評価を比較した．図－５は歩

行者の過失について，図－６は自転車についての評価の比較である．χ２乗適合度検定では，属

性要因について両集計共に有意とはならなかった．従って，帰無仮説：「高校生と大学生の過

図－４ 立場の違いによる自転車の過失評価
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失評価に，統計的な差がない」ことは否定できなかったが，傾向として以下に要点を示す．

①高校生では歩行者の過失（図－５）を小さく評価する傾向がある．特に歩行者過失４０に対す

る大学生の回答比率が１２．３％であるのに対し，高校生では１５．３％である．また歩行者の過失を

１００とした高校生は０であったが，大学生では５．５％となっている．

一方歩行者の過失を０とした大学生の割合が５．５％であるのに対し，高校生では０であっ

た．これは上記の記述と矛盾するが，大学生の過失評価の特徴である．つまり高校生での歩行

者過失の評価が８０～２０の範囲であるのに対し，大学生では１００～０でありよりばらつく傾向が

ある．このばらつきの大きさは，事故の誘発要因がより大であることを意味する．

②自転車の過失評価（図－６）についても同様に，高校生では自転車の過失をより小とする傾

向がある．自転車の過失４０に対する両者の比較では，高校生５．２％に対し大学生１．４％である．

一方自転車の過失を４０未満とする割合は，高校生が１．７％であるのに対し，大学生は５．５％あり

ばらつきが大きい．

高校生と大学生の比較では，歩行者及び自転車の過失共に大学生のばらつきが大きく，過失

図－５ 歩行者過失の大学生と高校生の意識

図－６ 自転車の過失の大学生と高校生の意識
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評価の範囲が広いことが示された．

（５）過失相殺の相関性

歩行者と自転車の過失の相関表を表－４に示す．縦側は歩行者の過失区分，横側は自転車の

過失区である．数字は回答人数であり，例えば歩行者の過失を１００，かつ自転車の過失１００と回

答した人数は６人であった．％は横軸の構成比である．χ２乗適合度検定では両者の相関は有意

である．つまり歩行者の過失を大とする回答者は，自転車の過失も大とする傾向がある．道路

交通法上車道走行を原則とする自転車は軽車両であり，歩行者とは明確に区別されているが，

対自動車として両者は同種の交通主体ととらえられていることが分かる．

４．まとめと課題

交通主体の過失相殺に注目した本研究では，注意義務に関する交通主体の意識のばらつきが

自転車の過失 １００ ９５ ９０ ８０ ７５ ７０ ６０ ５０ ４０ ２０ １０ ０ 計

歩

行

者

の

過

失

１００ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６

１００％ １００％

９０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２

５０％ ５０％ １００％

８０ ４ ０ ２ ４６ ０ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ５７

７．０％ ３．５％８０．７％ ８．８％ １００％

７０ ０ ０ ０ ４ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６

６６．７％１６．７％１６．７％ １００％

６０ ２ ０ １ １５ ０ ２ １０ １ ０ ０ ０ ０ ３１

６．５％ ３．２％４８．４％ ６．５％３２．３％３．２％ １００％

５０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

１００％ １００％

４０ ３ ０ ０ ５ ０ ０ ９ ０ ０ １ ０ ０ １８

１６．７％ ２７．８％ ５０．０％ ５．６％ １００％

３０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １

１００％ １００％

２０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ３ １ ０ ０ ６

１６．７％ １６．７％ ５０．０％１６．７％ １００％

１０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １

１００％ １００％

０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ２ ４

２５．０％ ２５．０％ ５０．０％１００％

表－４ 歩行者及び自転車の過失に関する相関表
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大きく，共通の規範を持ち得ていないことが示された．特に信号交差点の様な互いの注意義務

が明確な交通状況下においてもこの傾向は強い．

道路管理の立場での交通事故対策は，道路事業の改善を主題とするが，近年の事故例では，

道路管理や交通管理の領域を超える重大事故が顕著であり，むしろこれらの事故が社会問題化

している．歩道通行の自転車の危険性が社会問題化した現在の状況は，昭和３０年代の交通行政

に課題があったことを振り返れば，事故対策としての啓蒙活動は重要である．ここでは２例に

ついての調査分析を行ったが他事例に関する分析も加え，効果的な啓蒙のための材料提供とし

たい．
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